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高
額
な
医
療
費
が
必
要
と
な
る
入
院
や

外
来
診
療
に
お
い
て
、
ご
利
用
い
た
だ
け

る「
限
度
額
適
用
認
定
証
」（
以
下
、認
定
証
）

を
８
月
１
日
以
降
も
引
き
続
き
利
用
さ
れ

る
人
は
、
早
め
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

認
定
証
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
認
定
証

の
交
付
を
受
け
、
医
療
機
関
へ
提
示
し
た

月
の
初
日
か
ら
と
な
り
ま
す
。

◆
認
定
証
を
提
示
し
な
い
と
ど
う
な
る
？

　

認
定
証
の
交
付
を
受
け
ず
に
医
療
費
が

高
額
に
な
っ
た
場
合
は
、医
療
費
（
１
割
、

ま
た
は
３
割
分
）を
お
支
払
い
い
た
だ
き
、

高
額
療
養
費
の
申
請
に
よ
り
、
限
度
額
を

超
え
た
分
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
し

ま
す
。
認
定
証
を
医
療
機
関
で
提
示
す
れ

ば
医
療
費
は
自
己
負
担
限
度
額
（
以
下
、

限
度
額
）
ま
で
を
窓
口
で
支
払
う
こ
と
と

な
り
ま
す
。（
入
院
時
の
食
事
代
や
差
額

ベ
ッ
ド
代
、
保
険
が
き
か
な
い
医
療
費
等

は
対
象
外
と
な
り
ま
す
）

※�

限
度
額
は
世
帯
・
年
齢
に
よ
っ
て
異
な

り
ま
す
。

※�

国
保
税
に
未
納
が
あ
る
場
合
は
認
定
証

の
交
付
が
で
き
ま
せ
ん
。

◆
外
来
診
療
で
も
使
え
る
？

　

外
来
で
も
利
用
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

複
数
の
医
療
機
関
で
受
診
さ
れ
た
場
合
、

医
療
機
関
で
は
合
算
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
医
療
機
関
で
限
度

額
ま
で
支
払
っ
て
い
た
だ
き
、
後
で
高
額

療
養
費
と
し
て
支
給
し
ま
す
。

※�
高
額
療
養
費
の
支
給
通
知
を
お
出
し
す

る
ま
で
に
診
療
月
か
ら
約
２
か
月
か
か

り
ま
す
。

　

現
在
、
入
院
さ
れ
て
い
る
人
、
こ
れ
か

ら
入
院
す
る
予
定
の
あ
る
人
は
早
め
に
認

定
証
の
交
付
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

◇
申
請
に
必
要
な
も
の

・
申
請
に
来
ら
れ
る
人
の
印
鑑
（
認
め
可
）

・
申
請
に
来
ら
れ
る
人
の
身
分
証
明
書

　

（
運
転
免
許
証
等
）

・
受
診
さ
れ
る
人
の
保
険
証

☆
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
（
７５
歳
以
上
）

の
人
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
認
定
証
を
お

持
ち
の
人
に
は
保
険
証
送
付
時
に
認
定
証

も
同
封
し
て
お
り
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ

さ
い
（
保
険
証
発
送
後
～
７
月
末
に
申
請

さ
れ
た
場
合
は
別
送
さ
れ
ま
す
）。

限
度
額
適
用
認
定
証
は
８
月
に
新
た
に
申
請
が
必
要
で
す
！

�　

糖
尿
病
の
検
査
と
し
て
代
表
的
な
「
血

糖
値
」
と
「
Ｈ
ｂ
Ａ
１
ｃ
」
が
あ
り
ま
す
。

　

「
血
糖
値
」
は
採
血
時
の
血
糖
の
状
態

を
測
定
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
普
段
の
食

事
療
法
や
運
動
療
法
な
ど
で
持
続
的
に
血

糖
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
た
か
ど
う

か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
採
血
の
と
き
、
食

事
を
し
て
い
た
ら
、血
糖
は
高
く
な
り
ま
す
。

　

「
Ｈ
ｂ
Ａ
１
ｃ
」
は
、
赤
血
球
の
成
分

（
血
色
素
）
の
た
ん
ぱ
く
質
と
糖
が
結
合
し

た
状
態
を
み
て
お
り
、
約
１
～
２
か
月
前

の
血
糖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
状
態
を
反
映
す
る

指
標
と
な
り
ま
す
。
血
糖
値
が
高
い
状
態

が
続
く
と
「
Ｈ
ｂ
Ａ
１
ｃ
」
は
上
が
り
、

血
糖
値
が
低
い
状
態
が
続
く
と
「
Ｈ
ｂ
Ａ

１
ｃ
」
は
下
が
り
ま
す
。

　

こ
の
「
Ｈ
ｂ
Ａ
１
ｃ
」
の
測
定
法
は
い

く
つ
か
あ
り
ま
し
た
が
、
国
際
的
に
標
準

法
に
統
一
す
る
こ
と
と
な
り
、今
年
か
ら
、

こ
の
検
査
結
果
は
「
Ｎ
Ｇ
Ｓ
Ｐ
値
」
と
な

り
ま
し
た
。
よ
っ
て
、
病
院
や
健
診
、
人

間
ド
ッ
ク
等
で
の
表
記
が
、
従
来
の
「
Ｊ

Ｄ
Ｓ
値
」
か
ら
「
Ｎ
Ｇ
Ｓ
Ｐ
値
」
に
変
わ
っ

て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
糖
尿
病
の
診
断
基
準
も
左

表
の
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。「
Ｎ
Ｇ
Ｓ
Ｐ
値
」

に
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
よ
り
０
・
４
高
く

表
記
さ
れ
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

健
診
結
果
を
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
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糖尿病の　　　　　
診断基準について�

お気づきですか？

糖尿病検査「HbA1c」の
表記が変わっています

特定健診の
HbA1c 値の判定基準

　 NGSP値

正常値 　 ～５.５

保健指導
判定値 ５.６～６.４

受診勧奨値 ６.５～ 　

糖尿病治療における
血糖コントロール目標

目標 血糖正常化を目
指す際の目標

合併症予防の
ための目標

治療強化が困
難な際の目標

HbA1c
（%）

６.０未満 ７.０未満 ８.０未満

※�治療目標は年齢、病気にかかっている期間、臓器障害、
低血糖の危険性、サポート体制などを考慮して個別に設
定します。


